
通常の事務手続（内閣府資料引用）

※対象経費のうち１世帯当たりの限度額を超える部分及び対象経費とならない部分については，被災者が負

担するものとする。
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④′修理見積書の提出

③修理見積書の作成を依頼

⑥修理依頼書により依頼を受けた旨の連絡


